
●問／交通政策課 交通政策係　☎42-7404

バスをご利用の際には、最寄りの嘉
麻市バス停、嘉麻市総合時刻表又
は嘉麻市ホームページで時刻表を
ご確認ください。※嘉麻市総合時刻
表は広報嘉麻4月号（本冊子）と一
緒に全戸配布しています。

嘉麻市では「地方公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基
づき、持続可能な地域公共交通のあり方、実現方法に関する計画
（マスタープラン）を取りまとめた、「嘉麻市地域公共交通計画」を
作成しました。パブリックコメント等計画の策定にご協力いただ
き誠にありがとうございました。本計画は、嘉麻市役所本庁舎及
び各総合支所の情報コーナーや嘉麻市ホームページでご覧いた
だけます。ぜひご確認ください。

４月１日から嘉麻市バスのダイヤ
と一部路線を変更しています
４月１日から嘉麻市バスのダイヤ
と一部路線を変更しています

嘉麻市地域公共交通計画を
策定しました
嘉麻市地域公共交通計画を
策定しました

5割

申請に必要な書類

嘉麻市では、公共交通の利用促進及び定住促進、通学
などに関する負担軽減を目的として、通学のために使
用したバス、JR、地下鉄などの定期券購入に係る費用
の5割を補助金として交付します。

嘉麻市通学等補助金

嘉麻市HP

申請の流れ
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※申請書受理から支払い完了まで最長2か月程度かかります

■申請書 様式第1号
※本庁舎3階 交通政策課、各総合支所 市民協働
　係、嘉麻市ホームページにて配布しています。

定期券を購入した証明のため必ず定期券のコピーを取ってく
ださい。※定期券を購入した証明ができない場合は補助金を
交付できません。

■有効期間終了後の定期券のコピー

申請いただいた定期券が通学の為に使用されているか、定期
券期間中に学校に通学しているかを確認します。
※定期券を使用している学年の学生証等をご提出下さい。

■学生証等在学が証明できる物のコピー

申請者と同じ名義の通帳のコピーを添付してください。
※通学者が未成年の場合は保護者氏名で申請してください。

■通帳のコピー

補助対象者（通学者）
❶申請定期券の有効期間内において嘉麻市の住民基本
　台帳に登録されている方
❷対象となる学校に公共交通機関が発行する定期券お
　よび学生向けエリア定期券を利用して市内から通学し
　ている方
❸申請定期券の購入時に生活保護世帯に属していない方

対象学校
■市外に設置されている中学校(私立、国立、県立)
■高等学校　■大学　■専門学校　■予備校 等

申請方法
❶持参の場合は下記のいずれかに申請書一式をご提出
　ください。（受付時間／平日8：30～17：00）
　・本庁舎3階（31番窓口） 交通政策課 交通政策係
　・各総合支所1階 市民サービス課 市民協働係
❷郵送の場合は下記の住所へご郵送ください。
　〒820-0292　嘉麻市岩崎1180番地1
　嘉麻市役所 交通政策課　宛て

交通政策課からのお知らせ
H
P

GoGo割申請受付中!

●問／環境課 環境衛生係　☎42-7428

合併処理浄化槽は、し尿だけでなく台所・洗濯・風呂水などの
生活排水も処理して、環境負荷の少ないレベルにまで浄化す
ることができます。水質悪化の一番の原因である生活排水が
浄化されれば河川がきれいになります。市では、住宅に合併
処理浄化槽を設置しようとする方を対象に、予算の範囲内で
補助金を交付しています。更に、くみ取り便槽や単独処理浄
化槽からの転換には、処分費等の加算を行っていますが、

この機会に、ご家庭のくみ取り便槽や単独処理浄化槽から合
併処理浄化槽への転換を検討してはいかがですか？

嘉麻市の美しい自然環境を守るために検討しませんか？

人槽区分
5人槽
7人槽

10人槽
処分費・

配管設置費加算

新築
386,000円
483,000円
638,000円

くみ取り便槽からの転換 単独処理浄化槽からの転換
386,000円
483,000円
638,000円

処分費 90,000円
配管設置費 300,000円

586,000円
683,000円
838,000円

処分費 90,000円
配管設置費 300,000円

※処分費・配管設置費加算は、くみ取り便槽・単独処理浄化槽を全撤去した場合のみ加算。

浄化槽の使用にあたっては、適正な管理（保守点検・清掃・法定検査）が
法律で義務付けられています。

5人槽設置の
場合の
補助金額（例）

■新築・・・・・・・・・・・・・・・・・38.6万円
■くみ取り転換・・・・・・・・・・77.6万円（本体分38.6万円+処分費9万円+配管設置費30万円）
■単独転換・・・・・・・・・・・・・97.6万円（本体分58.6万円+処分費9万円+配管設置費30万円）

合併処理浄化槽は、台所、トイレ、洗面所、
風呂場等から出る汚れた水をそれぞれの
家庭できれいにする施設です。しくみは下
水道とほぼ同じで、下水管のない家庭専
用の処理施設です。

合併処理浄化槽

トイレの水だけをそれぞれの家庭でき
れいにする施設です。台所、洗面所、風呂
場からの汚れた水はそのまま排水路や
川に流してしまいます。

単独処理浄化槽

トイレの汚物を槽で溜め、バキューム
カーによるくみ取りにて回収していま
す。そのほかの台所やお風呂などの生活
雑排水は、処理されることなくそのまま
水路等へ排水されます。

くみ取り便槽

合併処理浄化槽・
単独処理浄化槽・
くみ取り便槽の違い

合併処理浄化槽を設置する方に
補助金を交付します

環境負荷が特に大きい単独処理浄化槽
からの転換について、令和5年度までの
期間限定で20万円の上乗せを行います!

補助金額

合併処理
浄化槽に変える
ことで環境負荷を
減らすことが
できます!
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